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京都府における再生可能エネルギー政策の経緯 

 

■ 環境条例の経緯 

平成 8年 京都府環境を守り育てる条例 

      §1 「地球環境の保全」… 地球全体の温暖化 

      §90,91,92「地球環境保全の推進」… 行動指針の策定等 

 

平成 17年 京都府地球温暖化対策条例 

      §9-(9)「府による地球温暖化対策」  

… 再生可能エネルギーの普及に関すること 

  平成 22    京都府地球温暖化対策条例【改正】 

§21「事業者排出量削減計画」（再生可能エネルギーを削減達成の手段と

して利用可能）     

§22「一般建築物への再生可能エネルギー導入」（努力）、「特定建築物へ 

の再生可能エネルギー導入」（義務：床面積 2,000平米以上、再エ 

ネ 30,000MJ以上の導入） 

        §44「事業者・府民 再生可能エネルギーの優先的利用」（努力） 

 

■ 環境計画における位置づけ 

平成 23年 7月 京都府地球温暖化対策推進計画  

      ・[施策群２]再生可能エネルギーを最大限に活用しよう 

      ・[施策推進の測定指標] … 太陽光発電設置世帯 H32年度 10万戸など 

 

平成 23年 7月～11月 京都府再生可能エネルギー戦略会議 

      ・「地球温暖化対策プラン」（再生可能エネルギー戦略）の策定(H23.12月) 

・京都府の中長期的な再生可能エネルギー戦略の方向性（検討を継続） 

        ・「京都府再生可能エネルギー導入可能性調査」実施（H24.7月） 

 

平成 24年 3月～7月 京都エコ・エネルギー戦略推進会議 

 

平成 25年 5月 「京都エコ・エネルギー戦略」策定 

  「エネルギー自給・京都」の実現を目指す（再可エネ含むエネルギー全体） 

 

 

「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」（仮称） 

（平成 27年 6月議会上程予定） 


